
住
民
自
ら
が
創
意
工
夫
し
企
画
し
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
を
支
援

 
御
代
田
町
ま
ち
づ
く
り
事
業
支
援
金

令
和
元
年
度
事
業（
後
期
分
）を
募
集
し
ま
す

　「
御
代
田
町
ま
ち
づ
く
り

事
業
支
援
金
」は
、
区
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
公
共
的

な
活
動
を
行
っ
て
い
る
団
体

の
皆
さ
ま
が
自
ら
創
意
工
夫

し
、
企
画
し
た
ま
ち
づ
く
り

事
業
を
応
援
す
る
制
度
で
す
。

　
公
共
性
や
独
創
性
の
あ
る

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
業

の
経
費
の
一
部
を
補
助
し
、

団
体
の
皆
さ
ま
の
自
立
・
活

動
を
支
援
し
ま
す
。

　
令
和
元
年
度
事
業（
後
期

分
）
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
の
確
認
・
相
談
は
、

企
画
財
政
課
ま
で
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

　
企
画
財
政
課
地
域
振
興
係

�

（
32
）3
1
1
2

対
象
団
体
　

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
5
人
以

上
で
構
成
す
る
団
体

対
象
事
業
　

　

次
の
要
件
を
備
え
た
事
業
が
対
象

で
す
。

○
不
特
定
多
数
の
利
益
に
繋
が
る
事

業（
公
共
性
）

○
地
域
住
民
が
協
働
し
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
形
成
が
で
き
る
事
業（
協

調
性
）

○
独
自
の
発
想
や
新
た
な
展
開
が
期

待
で
き
る
事
業（
独
創
性
）

○
波
及
効
果
や
新
た
な
展
開
が
期
待

で
き
る
事
業（
発
展
性
）

○
計
画
や
費
用
に
実
現
性
・
継
続
性

が
期
待
で
き
る
事
業（
実
現
性
・
継

続
性
）

○
他
の
補
助
を
受
け
て
い
な
い
事
業
。

ま
た
、
令
和
元
年
度
中
に
事
業
を

完
了
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

（
例
）地
域
の
子
育
て
を
支
援
す
る
活

動
、
講
師
を
招
い
て
の
講
演
会
、

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
講

習
会
、
エ
コ
活
動
な
ど

対
象
外
事
業
　

　

継
続
的
に
行
っ
て
い
る
定
着
し
た

イ
ベ
ン
ト
や
行
事
、
備
品
な
ど
の
購

入
が
主
と
な
る
事
業
、
政
治
・
営
利
・

宗
教
・
反
社
会
的
活
動
を
目
的
と
す

る
事
業
な
ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

支
援
金
額
　

　

補
助
対
象
経
費（
※
）の

　

1
/
2（
上
限
20
万
円
）

※
構
成
員
へ
の
人
件
費
、
先
進
地
視

察
旅
費
、
食
料
費
、
備
品
費
な
ど

対
象
と
な
ら
な
い
経
費
も
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

募
集
締
め
切
り

　

9
月
6
日（
金
）必
着

応
募
方
法
　

　

必
要
書
類（
ま
ち
づ
く
り
事
業
計

画
書
な
ど
）を
企
画
財
政
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
様
式
な
ど
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
ほ
か
、
企
画
財
政
課
13
番
窓

口
に
も
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

決
　
　
定
　

　

9
月
下
旬
に
開
催
予
定
の
選
定
委

員
会
で
審
査
を
行
い
、
採
択
事
業
を

決
定
し
ま
す
。

【 事 業 全 体 の 流 れ 】

❶ 事業計画書などの提出（9月6日㈮まで）

❷ 選定委員会で採択事業の決定（9月下旬）

❸ 交付申請（9月下旬から10月上旬）

❺ 実績報告の提出（令和元年度内）

❹ 交付決定（10月上旬から10月中旬）

❻ 実績報告の審査後、支援金の交付

事 業 の 実 施

申
請
者

町

御代田町低所得者・子育て世帯向け

プレミアム付き商品券の販売について
　2019年10月の消費税率の引き上げによる低所得者・子育て世帯に与える影響を緩和するとともに、地域におけ
る消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯向けのプレミアム付商品券の販売を行います。

小・中学校で留守番電話（音声案内）を導入します
　学校における働き方改革の一環として、教職員が心身ともに健康で、ゆとりをもって子どもたちと向き合える
環境を整えるため、2学期より留守番電話（音声案内のみ、用件の録音はできません）を使用開始します。
　これにより、留守番電話対応の時間帯については、お電話での取り次ぎができませんのでご注意願います。

■留守番電話の使用開始日（令和元年度2学期から開始）
　◯御代田北小学校：8 月 23 日（金）〜　◯御代田中学校：8 月 20 日（火）〜
　◯御代田南小学校：8 月 22 日（木）〜

■対象者および販売額など
低所得者向け 子育て世帯向け

対 象 者

2019 年 1 月 1 日時点で御代田町の住民基本台
帳に登録されている方の内、2019 年度分の住
民税が非課税の方
※住民税課税者と生計同一の配偶者や扶養親族の方、
生活保護を受給されている方などは対象外

御代田町の住民基本台帳に登録されている方
の内、2019年 9月30日時点で 2016年4月2日
から2019年9月30日までの間に生まれたお子
さまが属する世帯の世帯主など

販 売 額
商品券 1 冊 5 , 000 円分を4 , 000 円で販売します。
対象者一人につき 5 冊（券面額 25 , 000 円（販売
額 20 , 000 円））まで購入可能

商品券1 冊5 , 000 円分を4 , 000 円で販売します。
対象のお子さま一人につき5冊（券面額25 , 000
円（販売額20 , 000円））まで購入可能

手 続 方 法
役場で商品券購入引換券の交付申請が必要で
す。対象となるかを審査するため、申請に併
せて税情報などを町で確認させていただきます。

対象となる方には、9月下旬以降、商品券の購
入引換券を町から郵送します。

申 請 期 間 8 月 19 日（月）〜 12 月 27 日（金） 申請不要

商品券販売期間 10 月 1 日（火）〜令和 2 年 1 月 31 日（金）

商品券販売場所 御代田町商工会・御代田郵便局（予定）  ※販売場所は変更となる場合があります。

商品券使用期間 10 月 1 日（火）〜令和 2 年 2 月 29 日（土）

■留守番電話での対応時間（学校に電話が繋がらない時間）
留守番電話対応時間

平　日
小 学 校 午後 6 時 30 分〜翌日午前 7 時 30 分

中 学 校 午後 7 時 30 分〜翌日午前 7 時 30 分

学 校 休 業 日
終　日学校リフレッシュウィーク（学校閉庁日）

※今年度は8月13日（火）〜 16日（金）

長期休業中（ 夏季・冬季・春季 ） 正規の勤務時間（原則として午前 8 時 20 分〜
午後 4 時 50 分）を除く時間帯

※学校行事などにより、対応時間を変更する場合があります。
※正規の勤務時間は、学校によって若干異なります。
※緊急の場合の連絡方法は、各学校より通知があります。

問い合わせ先　〇商品券の申請・手続きについて　産業経済課商工観光係（ 32 ）3113
　　　　　　　〇取扱店について　御代田町商工会（ 32 ）5435

問い合わせ先　教育委員会学校教育係（ 32 ）9100
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